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最判昭和55年9月11日民集34巻5号717頁

「商法14条は，不実の事項を登記した者に故意又は過失がある場
合にはその登記を信頼して右登記者と取引関係に入つた者を保護
し，その限りにおいて不実の登記という外観を作出した者に責任を
課した規定であるから，同条が適用されるためには，原則として，
右登記自体が当該登記の申請権者の申請に基づいてされたもの
であることを必要とし，そうでない場合には，登記申請権者がみず
から登記申請をしないまでもなんらかの形で当該登記の実現に加
功し，又は当該不実登記の存在が判明しているのにその是正措置
をとることなくこれを放置するなど，右登記を登記申請権者の申請
に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限
り，同条による登記名義者の責任を肯定する余地はない」



最判昭和62年4月16日判時1248号127頁

「株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に
取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、辞任
登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と
取引した第三者に対しても、商法（昭和五六年法律第七四号による改正前
のもの、以下同じ。）二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負わ
ないものというべきである（最高裁昭和三三年（オ）第三七〇号同三七年八
月二八日第三小法廷判決・裁判集民事六二号二七三頁参照）が、右の取締
役を辞任した者が、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞
任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を
与えていたなどの特段の事情が存在する場合には、右の取締役を辞任した
者は、同法一四条の類推適用により、善意の第三者に対して当該株式会社
の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、同法二六六条ノ
三第一項前段にいう取締役として所定の責任を免れることはできないものと
解するのが相当である。」



最判昭和63年1月26日金法1196号26頁

「株式会社の取締役を辞任した者は，辞任したにもかか
わらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な
行為をあえてしたとか，登記申請権者である当該株式会
社の代表者に対し，辞任登記を申請しないで不実の登記
を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなど
の特段の事情のない限り，辞任登記が未了であることに
よりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引
した第三者に対しても，商法266条ノ3第1項に基づく損害
賠償責任を負わないものと解するのが相当である」


